
○広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則 

(平成 27年 6月 17日理事(研究担当)決裁) 

改正 平成 28年 2月 18日 一部改正 平成 28年 5月 31日 一部改正 

平成 29年 2月 7日 一部改正 令和元年 5月 1日 一部改正 

令和元年 7月 18日 一部改正 令和 2年 3月 13日 一部改正 

令和 2年 6月 26日 一部改正 令和 5年 6月 26日 一部改正  
 

広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則 

(趣旨) 

第 1条 この細則は，広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応

に関する規則(平成 27年 4月 28日規則第 98号。以下「規則」という。)第 3

条第 3項の規定に基づき，広島大学(以下「本学」という。)における研究活動

に係る研究倫理教育に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この細則において使用する用語は，規則において使用する用語の例によ

る。 

(教員の研究倫理教育) 

第 3条 研究者等(教員に限る。)は，次の各号のいずれかの研究倫理教育を受講

しなければならない。 

(1) 一般財団法人公正研究推進協会「APRIN e-learning」による e-learning

プログラム 

(2) 独立行政法人日本学術振興会「研究倫理 eラーニングコース」による e-

learningプログラム 

(3) 総括責任者が作成する研究倫理教育に関する e-learningプログラム 

(4) 総括責任者が研究倫理教育として実施する研修会，講習会等(当該研修会，

講習会等の資料を利用して部局等において実施する研修会，講習会等を含

む。以下同じ。) 

2 研究倫理教育責任者は，前項第 1号に定める e-learningプログラムの受講範

囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め，当該受講範囲を総括責任

者に報告する。 

3 総括責任者及び研究倫理教育責任者は，研究者等(教員に限る。)に，第 1項

第 4号の研修会，講習会等以外の研究倫理教育に関する研修会，講習会等(以

下「研修会等」という。)を受講させるよう努めるものとする。 

4 総括責任者又は研究倫理教育責任者が研修会等が第 1項各号に定める研究倫

理教育の全部又は一部に相当すると判断する場合は，当該研修会等の受講を

研究倫理教育の全部又は一部の受講とみなすことができる。 

(受講の時期) 



第 4条 研究者等(教員に限る。)は，研究倫理教育を定期的に受講しなければな

らない。この場合において，次回の受講の時期は，研究倫理教育を受講した

日から起算して 3年を経過した日の属する年度の末日までとする。 

(学生の研究倫理教育) 

第 5条 次の各号に掲げる研究者等は，当該各号に掲げる研究倫理教育の標準プ

ログラムを受講しなければならない。 

(1) 大学院生 研究倫理教育(大学院生 Basic)及び研究倫理教育(大学院生 Ad

vanced(M))又は研究倫理教育(大学院生 Advanced(D)) 

(2) 学部生 研究倫理教育(学部生) 

2 大学院生が，研究倫理教育責任者が研究倫理教育(大学院生 Basic)の内容を

含むと認める大学院教育課程の研究倫理教育に関する授業科目を履修した場

合は，当該授業科目の履修をもって研究倫理教育(大学院生 Basic)の受講に代

えることができる。 

(職員の研究倫理教育) 

第 6条 研究者等(教員を除く職員に限る。)が受講する研究倫理教育については

第 3条の規定を，受講の時期については第 4条の規定を準用する。この場合に

おいて，第 3条第 2項中「受講範囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごと

に定め」とあるのは，「受講範囲を定め」と読み替えるものとする。 

(研究者等以外の職員の研究倫理教育) 

第 7条 研究倫理教育責任者が必要と認めた場合は，当該部局等に所属する研究

者等以外の職員に研究倫理教育を受講させることができる。 

2 研究者等以外の職員が受講する研究倫理教育については第 3条の規定を，受

講の時期については第 4条の規定を準用する。この場合において，第 3条第 2

項中「受講範囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め」とあるのは，

「受講範囲を定め」と読み替えるものとする。 

(受講届等の提出) 

第 8条 研究倫理教育又は研修会等を受講した研究者等及び研究者等以外の職員

は，受講届(別記様式第 1号)を研究倫理教育責任者に提出しなければならない。

ただし，他の方法により受講の確認ができる場合は，この限りでない。 

2 研究者等(学生に限る。)が研究倫理教育(大学院生 Advanced(M))，研究倫理

教育(大学院生 Advanced(D))又は研究倫理教育(学部生)を受講したときは，当

該研究者等の指導教員は，研究倫理教育受講修了証(別記様式第 2号)を作成し，

研究倫理教育責任者に提出しなければならない。 

(受講手続等) 

第 9条 研究倫理教育責任者は，第 3条第 1項各号に定める研究倫理教育の受講

に係る手続並びに研究者等及び研究者等以外の職員の研究倫理教育又は研修

会等の受講状況の管理に必要な業務を行う。 



(雑則) 

第 10条 この細則に定めるもののほか，研究倫理教育に関し必要な事項は，広

島大学研究不正防止対策推進室において定める。 

附 則 

1 この細則は，平成 27年 6月 17日から施行し，平成 27年 4月 1日から適用す

る。 

2 この細則の適用の際現に研究者等が受講している研究倫理教育(第 3条第 1項

又は第 5条に相当すると研究倫理教育責任者が認めるものに限る。)は，この

細則の規定により受講しているものとみなす。 

3 令和 2年 3月 31日以前に研究倫理教育を受講した者の次回の受講の時期は，

第 4条(第 6条及び第 7条第 2項において準用する場合を含む。)の規定にかか

わらず，研究倫理教育を受講した日から起算して 5年を経過した日の属する

年度の末日までとする。 

附 則(平成 28年 2月 18日 一部改正) 
 

この細則は，平成 28年 2月 18日から施行し，この細則による改正後の広島大

学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則の規定は，平成 27年 4月

1日から適用する。 

附 則(平成 28年 5月 31日 一部改正) 
 

この細則は，平成 28年 5月 31日から施行する。 

附 則(平成 29年 2月 7日 一部改正) 
 

この細則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和元年 5月 1日 一部改正) 
 

この細則は，令和元年 5月 1日から施行する。 

附 則(令和元年 7月 18日 一部改正) 
 

この細則は，令和元年 7月 18日から施行する。 

附 則(令和 2年 3月 13日 一部改正) 
 

この細則は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年 6月 26日 一部改正) 
 

1 この細則は，令和 2年 6月 26日から施行する。 



2 この細則による改正後の広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関

する細則附則第 3項の規定は，令和 2年 4月 1日から適用する。 

附 則(令和 5年 6月 26日 一部改正 ) 
 

この細則は，令和 5年 6月 26日から施行し，この細則による改正後の広島大

学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則の規定は，令和 5年 4月 1

日から適用する。 

別記様式第 1号(第 8



別記様式第1号(第8条第1項関係) 

 

令和  年  月  日 

 

受講届 

 

 

研究倫理教育責任者    殿 

 

 

      配属又は所属 

      職  名 

      氏  名    

       (記名押印又は自署) 

      (広大ＩＤ)  

      (e-mail) 

 

私は，下記により研究倫理教育を受講し，研究活動に携わる者として身につけておくべき心得

等を理解しました。 

 

 

1．受講した研究倫理教育，研修会，講習会等 

 

 

2．受講年月日：令和  年  月  日 



別記様式第2号(第8条第2項関係) 

令和  年  月  日 

 

研究倫理教育受講修了証 

 

研究倫理教育責任者 殿 

 

     指導教員 

      部局等名：                

      職名：                  

      氏名：              

（記名押印又は自署） 

 

以下の者は、下記の研究倫理教育を受講したことを証明します。 

 

研究倫理教育※1の該当（○をする。） 

1.研究倫理教育（大学院生 Advanced（M）） 2．研究倫理教育（大学院生 Advanced（D）） 

3.研究倫理教育（学部生） 

 

受講者 

所属：          学年：       学生番号：         

氏名：            

 

研究倫理教育 

 実施日：令和  年  月  日 

研究倫理教育の実施者※2：              

内容（原則として以下の手順に従い、全てを実施すること。実施した事項にチェックを

入れる。） 

□ 研究倫理教育の実施者、受講者の双方がテキスト※3を熟読した。 

□ テキストの内容を受講者が要約説明した。 

□ 研究倫理教育の実施者が受講者に対して、要約説明の内容についての質疑を行っ

た。 

□ 当該分野において特に問題となる箇所、当該分野の慣習等について議論し、理解度

の確認を行った。 

□ 研究倫理教育（大学院生 Advanced（M）、(D)）において、研究倫理教育の実施者が

本学の不正事例・処分・影響を資料※4により解説した。（映像資料※4の視聴も可） 

その他、特に実施したこと：  



※1 研究倫理教育（大学院生 Advanced（M））、研究倫理教育（大学院生 Advanced（D））及び研究

倫理教育（学部生）は、原則として研究室単位で実施する。 

 

※2研究倫理教育の実施者は、原則として指導教員とする。教育効果を期待して、ポスドク等を研

究倫理教育の実施者とすることもできるが、その場合は、内容の適切さの確認を指導教員が行

うこと。 

 

※3 研究倫理教育（大学院生 Advanced（M））及び研究倫理教育（大学院生 Advanced（D））のテ

キストは、以下のものを利用する。 

独立行政法人日本学術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」 

SectionⅣ「研究成果を発表する」 

研究倫理教育（学部生）のテキストは、以下のものを利用する。 

   本学が作成した「レポート作成上の注意」、「研究倫理案内」 

 

※4 本学の不正事例・処分・影響を解説した資料及び映像資料は「いろは」、「もみじ」に掲

載している。 

「いろは」≫「各種案内手続」≫「研究関係の制度・手続」≫「5.研究倫理関係」 

「もみじ」≫「学びのサポート」≫「大学院課程」 


